
 
倉庫業の一部を改正する法律（平成13年法律第42号）の概要 

 
 
Ⅰ 改正の概要 
１．倉庫業について、以下の規制緩和を行った。 

 
 （１）参入規制       
        〔現行〕            〔改正〕 
                                  
 
  
                    

 
行政裁量の排除 

（２）料金規制     
〔現行〕            〔改正〕 

         
 
 
  
 
 （３）事後チェック 

〔現行〕            〔改正〕 
 

（なし）                     
 

  
事業改善命令制度 

(料金等) 

        
 

２．消費者保護のため必要な措置を定めた。 
（１）優良なトランクルーム（衣服、家財等の保管サービス）を国が認

定する制度の創設 
（２）倉庫業者以外の者（不動産賃貸業者など）による消費者を誤認さ

せる行為（「預かります」の広告など）の禁止 
 
Ⅱ スケジュール等 

・ 平成14年４月１日より施行 

 
登録制 

(要件：欠格事由､構造基
準､倉庫管理主任者) 

 
許可制 

(要件：欠格事由､構造
基準､事業遂行能力)      

 
事前届出制                       

 
（廃止） 

（事後届出制） 


